
市川市防犯カメラの適正な設置及び利用に関する条例 

平成１７年３月３０日 

条例 第７号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、公共の場所に向けられた防犯カメラの適正な設置及び利

用に資するため、当該防犯カメラを設置するものの遵守すべき義務等を定め、

もって当該防犯カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置され

るカメラ装置であって、画像表示装置及び録画装置を備えるもの（設置さ

れることにより犯罪の予防の効果を有するものを含む。）をいう。 

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の

個人を識別することができるものをいう。 

(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他規則で定める公共の用に供する場

所をいう。 

(4) 市民等 本市に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、

若しくは本市を通過する者をいう。 

（設置利用基準の届出等） 

第３条 公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするもので次に掲げる

ものは、防犯カメラの設置目的、防犯カメラにより犯罪を予防しようとする

公共の場所の区域（以下「防犯対象区域」という。）その他規則で定める事

項を記載した防犯カメラの設置及び利用に関する基準（以下「設置利用基準」

という。）を定め、規則で定めるところにより、市長にこれを届け出なければ

ならない。 



(1) 市 

(2) 市から事務又は事業の委託を受けた者及び地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者 

(3) 自治会その他の地域的な共同活動を行う団体 

(4) 商店会 

(5) その他公共の場所に向けて防犯カメラを設置することが想定される規

則で定めるもの 

２ 前項の規定による届出をしたものは、当該届出の内容を変更したときは、

規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

（防犯カメラ管理責任者の設置等） 

第４条 前条の規定による届出の義務のあるもの（次項において「届出義務者」

という。）は、防犯カメラの管理及び利用を適切に行わせるために、防犯対

象区域ごとに防犯カメラ管理責任者を置かなければならない。 

２ 届出義務者で防犯カメラを設置したもの（以下「防犯カメラ設置者」とい

う。）は、防犯対象区域ごとに、当該防犯対象区域内の見やすい場所に防犯

カメラを設置している旨並びに防犯カメラ管理責任者の氏名及び連絡先を表

示しなければならない。 

（防犯カメラ設置者等の義務） 

第５条 防犯カメラ設置者及び防犯カメラ管理責任者（以下「防犯カメラ設置

者等」という。）は、設置利用基準を遵守しなければならない。 

２ 防犯カメラ設置者等又は防犯カメラ設置者等であったものは、画像から知

り得た市民等の情報を他に漏らしてはならない。 

３ 防犯カメラ設置者等又は防犯カメラ設置者等であったものは、次に掲げる

場合を除くほか、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第

三者に提供してはならない。 

(1) 画像から識別される特定の個人（以下「本人」という。）の同意がある

場合 

(2) 法令に基づく場合 



(3) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得

ないと認められる場合 

４ 防犯カメラ設置者等は、画像を保存する場合には、当該画像を加工しては

ならない。 

５ 防犯カメラ設置者等は、画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像

の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 

６ 防犯カメラ設置者等は、本人から、当該本人が識別される画像の開示を求

められたときは、本人に対し、当該画像を開示するよう配慮しなければなら

ない。 

７ 防犯カメラ設置者等は、その取り扱う防犯カメラの設置及び利用並びに画

像の取扱いに関する苦情があったときは、それを適切かつ迅速に処理するよ

う努めなければならない。 

（指導又は勧告） 

第６条 市長は、第３条第１項若しくは第２項、第４条第１項若しくは第２項

又は前条第１項、第２項、第３項、第４項若しくは第５項の規定に違反した

もの（以下「違反者」という。）に対し、当該違反行為の中止その他違反を

是正するために必要な措置をとるべき旨の指導又は勧告をすることができる。 

（公表） 

第７条 市長は、違反者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったとき

は、当該違反者に意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表すること

ができる。 

（質問又は報告） 

第８条 市長は、第６条に規定する指導若しくは勧告又は前条の規定による違

反事実の公表を行うときは、必要に応じ、当該職員をして関係人に質問させ、

又は関係人から報告を徴させることができる。 

（苦情の申出） 

第９条 市民等は、防犯カメラ設置者が設置した防犯カメラの設置及び利用並

びに画像の取扱いに関し苦情があるときは、その旨を市長に申し出ることが



できる。 

２ 市長は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に処

理するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による苦情の申出を処理する場合において、市民等

から要請があったとき又は必要があると認めるときは、市川市個人情報保護

審議会に対し意見を求めるものとする。 

（運用状況の公表） 

第１０条 市長は、毎年１回以上、規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を公表するものとする。 

(1) 第３条の規定による届出の状況 

(2) 第６条に規定する指導又は勧告の状況 

(3) 第８条の規定による質問又は報告の徴収の状況 

(4) 前条第１項の規定による苦情の申出の状況 

（市が設置した防犯カメラに係る画像の取扱い等） 

第１１条 市が設置した防犯カメラに係る画像の取扱いについては、第５条第

２項から第６項までの規定にかかわらず、市川市個人情報保護条例（昭和  

６１年条例第３０号）に定めるところによる。 

２ 市による防犯カメラの設置及び利用については、この条例に定めるものの

ほか、市川市個人情報保護条例に定めるところによる。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に公共の場所に向けて防犯カメラを設置しているも

ので、第３条第１項各号のいずれかに該当するものは、平成１７年７月３１

日までに、当該防犯カメラの設置利用基準を定め、これを市長に届け出なけ



ればならない。 

３ 第３条第２項及び第４条から第９条までの規定は、前項の規定による届出

の義務のあるものについて準用する。この場合において、第３条第２項中「前

項」とあるのは「附則第２項」と、第４条第１項中「前条の規定による届出

の義務のあるもの（次項において「届出義務者」という。）」とあるのは「附

則第２項の規定による届出の義務のあるもの（以下「防犯カメラ設置者」と

いう。）」と、同条第２項中「届出義務者で防犯カメラを設置したもの（以

下「防犯カメラ設置者」という。）」とあるのは「防犯カメラ設置者」と、

第６条中「第３条第１項若しくは第２項」とあるのは「第３条第２項」と、

「又は前条第１項」とあるのは「、前条第１項」と、「第５項」とあるのは

「第５項又は附則第２項」と読み替えるものとする。 

（市川市個人情報保護条例の一部改正） 

４ 市川市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

第２４条第１項中「この条例による」を「本市における」に改め、同条第

２項中「審議する」を「審議するとともに、市川市防犯カメラの適正な設置

及び利用に関する条例（平成１７年条例第７号）第９条第３項の規定による

市長の求めに応じ意見を述べるものとする」に改める。 

 


